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社会教育法（昭和二十四年六月十日法律第二百七号） 
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第一章 総則 

 （この法律の目的） 

第一条 この法律は、教育基本法（昭和二十二年法律第二

十五号）の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共

団体の任務を明らかにすることを目的とする。 

 

 （社会教育の定義） 

第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法（昭和

二十二年法律第二十六号）に基き、学校の教育課程として

行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対し

て行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーシヨン

の活動を含む。）をいう。 

 

（国及び地方公共団体の任務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の

定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置

及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法に

より、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用

して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような

環境を醸成するように努めなければならない。 

 

 

社会教育法（昭和二十四年六月十日法律第二百七号） 

最終改正：平成二五年六月一四日法律第四四号 

   

 第一章 総則（第一条―第九条）  

 第二章 社会教育主事及び社会教育主事補（第九条の二

―第九条の六）  

 第三章 社会教育関係団体（第十条―第十四条）  

 第四章 社会教育委員（第十五条―第十九条）  

 第五章 公民館（第二十条―第四十二条）  

 第六章 学校施設の利用（第四十三条―第四十八条）  

 第七章 通信教育（第四十九条―第五十七条）  

 附則  

  

  第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、教育基本法 （平成十八年法律第百

二十号）の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共

団体の任務を明らかにすることを目的とする。 

 

（社会教育の定義） 

第二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法 （昭

和二十二年法律第二十六号）に基き、学校の教育課程とし

て行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対

して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーショ

ンの活動を含む。）をいう。 

 

（国及び地方公共団体の任務） 

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の

定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置

及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法に

より、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用

して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような

環境を醸成するように努めなければならない。 

２  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつて

は、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切
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（国の地方公共団体に対する援助） 

第四条 前条の任務を達成するために、国は、この法律及

び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、

予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及び

そのあつ旋を行う。 

 

（市町村の教育委員会の事務） 

第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会

は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲

内において、左の事務を行う。 

一 社会教育に必要な援助を行うこと。 

二 社会教育委員の委嘱に関すること。 

三 公民館の設置及び管理に関すること。 

四 所管に属する図書館、博物館その他社会教育に関する

施設の設置及び管理に関すること。 

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設

及びその奨励に関すること。 

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その

他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 

七 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会

の開催及びその奨励に関すること。 

八 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励

に関すること。 

九 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及

びその奨励に関すること。 

十 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びそ

の奨励に関すること。 

十一 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関する

に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を

行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよ

う努めるものとする。2008.6.11の改正で追加 

３  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつ

ては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性

を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、

及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮を

するとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相

互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努める

ものとする。2001.7.11の改正で追加 

（国の地方公共団体に対する援助） 

第四条  前条第一項の任務を達成するために、国は、この

法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に

対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提

供及びそのあつせんを行う。 

 

（市町村の教育委員会の事務） 

第五条  市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員

会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範

囲内において、次の事務を行う。 

一  社会教育に必要な援助を行うこと。 

二  社会教育委員の委嘱に関すること。 

三  公民館の設置及び管理に関すること。 

四  所管に属する図書館、博物館、青年の家（1959 年 4 月

30日追加）その他の社会教育施設の設置及び管理に関するこ

と。 

五  所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開

設及びその奨励に関すること。 

六  講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その

他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 

七  家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座

の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供

並びにこれらの奨励に関すること。（2001年7月11日追加+2008

年 6月 11日部分的追加） 

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会

の開催並びにその奨励に関すること。 

九  生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨

励に関すること。 
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こと。 

十二 視覚聴覚教育、体育及びレクリエーシヨンに必要な

設備、器材及び資料の提供に関すること。 

十三 情報の交換及び調査研究に関すること。 

十四 その他第三条の任務を達成するために必要な事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （都道府県の教育委員会の事務） 

第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該

地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事

務（第三号の事務を除く。）を行う外、左の事務を行う。 

一 法人の設置する公民館の設置及び廃止の届出に関する

こと。 

二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運

営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。 

三 社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の

十  情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑

かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の

機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこ

れらの奨励に関すること。（2008年 6月 11日追加） 

十一  運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催

及びその奨励に関すること。 

十二  音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及び

その奨励に関すること。 

十三  主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育

法第十八条 に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。）に

対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会

教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活

動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関するこ

と。（2008年 6月 11日追加） 

十四  青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験

活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事

業の実施及びその奨励に関すること。（2001年 7月 11日追加） 

十五  社会教育における学習の機会を利用して行つた学

習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域におい

て行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施

及びその奨励に関すること。（2008年 6月 11日追加） 

十六  社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関す

ること。 

十七  視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設

備、器材及び資料の提供に関すること。 

十八  情報の交換及び調査研究に関すること。 

十九  その他第三条第一項の任務を達成するために必要

な事務 

 

（都道府県の教育委員会の事務） 

第六条  都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該

地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事

務（第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行う。 

一  公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導

及び調査を行うこと。 

二  社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運

営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。 

三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及び
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提供及びそのあつ旋に関すること。 

四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。 

五 その他法令によりその職務権限に属する事項 

 

 （教育委員会と地方公共団体の長との関係） 

第七条 地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要

なこう報宣伝で視覚聴覚教育の手段を利用しその他教育の

施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委

員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める

ことができる。 

２ 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な

こう報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、

又は実施の協力を求める場合に準用する。 

 

第八条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うため

に必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政

庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることが

できる。 

 

 （図書館及び博物館） 

第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とす

る。 

２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をも

つて定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのあつせんに関すること。 

四  市町村の教育委員会との連絡に関すること。 

五  その他法令によりその職務権限に属する事項 

 

（教育委員会と地方公共団体の長との関係） 

第七条 地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要

な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設

及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会

に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めること

ができる。 

２  前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な

広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、

又は実施の協力を求める場合に準用する。 

 

第八条  教育委員会は、社会教育に関する事務を行うため

に必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政

庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることが

できる。 

 

（図書館及び博物館） 

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とす

る。 

２  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をも

つて定める。 

   

 第二章 社会教育主事及び社会教育主事補 

（社会教育主事及び社会教育主事補の設置） 

第九条の二  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局

に、社会教育主事を置く。 

２  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教

育主事補を置くことができる。 

（社会教育主事及び社会教育主事補の職務） 

第九条の三  社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的

技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をし

てはならない。 

２  社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民

その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、そ

の求めに応じて、必要な助言を行うことができる。 
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３  社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。 

（社会教育主事の資格） 

第九条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、社会教

育主事となる資格を有する。 

一  大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又

は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算し

た期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育

主事の講習を修了したもの 

イ 社会教育主事補の職にあつた期間 

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体に

おける職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同

等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期

間 

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が

実施する社会教育に関係のある事業における業務であつ

て、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資す

るものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間

（イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。） 

二  教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科

学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規

定による社会教育主事の講習を修了したもの 

三  大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、

かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関す

る科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げ

る期間を通算した期間が一年以上になるもの 

四  次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者

（第一号及び第二号に掲げる者を除く。）で、社会教育に関

する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養

と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの 

（社会教育主事の講習） 

第九条の五  社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱

を受けた大学その他の教育機関が行う。 

２  受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事

項は、文部科学省令で定める。 

（社会教育主事及び社会教育主事補の研修） 

第九条の六  社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、

任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が

行う。（1951年 3月 12日改正で追加） 
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第二章 社会教育関係団体 

 （社会教育関係団体の定義） 

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であ

ると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に

関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

 

 （文部大臣及び教育委員会との関係） 

第十一条 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体

の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を

与えることができる。 

２ 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求め

に応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資

の確保につき援助を行う。 

 

 （国及び地方公共団体との関係） 

第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対

し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、

又はその事業に干渉を加えてはならない。 

 

 

第十三条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対

し、補助金を与えてはならない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

（報告） 

第十四条 文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体

に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告

を求めることができる。 

 

第三章 社会教育委員 

 （社会教育委員の構成） 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くこと

   第三章 社会教育関係団体 

（社会教育関係団体の定義） 

第十条  この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であ

ると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に

関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

 

（文部科学大臣及び教育委員会との関係） 

第十一条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係

団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助

言を与えることができる。 

２  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の

求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な

物資の確保につき援助を行う。 

 

（国及び地方公共団体との関係） 

第十二条  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対

し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、

又はその事業に干渉を加えてはならない。 

 

（審議会等への諮問） 

第十三条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対

し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国に

あつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法 （昭和

二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。

第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、

地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議

（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定める

ところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を

調査審議する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴い

て行わなければならない。（1959年 4月 30日改正追加） 

（報告） 

第十四条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係

団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な

報告を求めることができる。 

   

 第四章 社会教育委員 

（社会教育委員の設置） 

第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くこ
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ができる。 

２ 社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教

育委員会が委嘱する。 

一 当該都道府県又は当該市町村の区域内に設置された各

学校の長 

二 当該都道府県又は当該市町村の区域内に事務所を有す

る各社会教育関係団体において選挙その他の方法により推

薦された当該団体の代表者 

三 学識経験者 

３ 前項に規定する委員の委嘱は、同項各号に掲げる者に

つき教育長が作成して提出する候補者名簿により行うもの

とする。 

４ 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名

簿が不適当であると認めるときは、教育長に対し、その再

提出を命ずることができる。 

（2009年 7月 6日削除） 

 （社会教育委員と公民館運営審議会委員との関係） 

第十六条 公民館を設置する市町村にあつては、社会教育

委員は、第二十九条に規定する公民館運営審議会の委員を

もつて充てることができる。 

 

 （社会教育委員の職務） 

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て

教育委員会に助言するため、左の職務を行う。 

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、

これに対して、意見を述べること。 

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこ

と。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教

育に関し意見を述べることができる。 

 

 

  

 

（社会教育委員の定数等） 

第十八条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、

条例で定める。 

とができる。 

２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

（削除） 

第十六条  削除（2009年 7月 6日削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育委員の職務） 

第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て

教育委員会に助言するため、左の職務を行う。 

一  社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応

じ、これに対して、意見を述べること。 

三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこ

と。 

２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教

育に関し意見を述べることができる。 

３  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会か

ら委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、

社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、

助言と指導を与えることができる。（1959年 4月 30日追加） 

 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第十八条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その
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２ 都道府県又は市町村が前項の条例を制定するには、教

育委員会法（昭和二十三年法律第百七十号）第六十一条か

ら第六十三条までの例による。（1956年 6月 30日削除） 

 

 （社会教育委員の実費弁償） 

第十九条 地方公共団体は、社会教育委員に対し、報酬及

び給料を支給しない。 

２ 地方公共団体は、社会教育委員がその職務を行うため

に要する費用を弁償しなければならない。 

３ 前項の費用については、教育委員会法第三十一条第三

項の規定を準用する。（1956年 6月 30日削除） 

 

第四章 公民館 

 （目的） 

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のた

めに、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与

することを目的とする。 

 

 （公民館の設置者） 

第二十一条 公民館は、市町村が設置する。 

２ 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的を

もつて民法第三十四条の規定により設立する法人（この章

中以下「法人」という。）でなければ設置することができな

い。 

 

 

 （公民館の事業） 

第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、お

おむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令に

よつて禁じられたものは、この限りでない。 

一 定期講座を開設すること。 

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催す

ること。 

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図るこ

と。 

四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催するこ

他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の

条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の

基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するも

のとする。 

 

 

第十九条  削除（1956年 6月 30日削除） 

 

   

 

 

 

 第五章 公民館 

（目的） 

第二十条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のた

めに、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種

の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情

操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与

することを目的とする。 

 

（公民館の設置者） 

第二十一条  公民館は、市町村が設置する。 

２  前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目

的とする一般社団法人又は一般財団法人（以下この章にお

いて「法人」という。）でなければ設置することができない。 

３  公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分

館を設けることができる。（1959年 4月 30日追加） 

 

（公民館の事業） 

第二十二条  公民館は、第二十条の目的達成のために、お

おむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令に

よつて禁じられたものは、この限りでない。 

一  定期講座を開設すること。 

二  討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催す

ること。 

三  図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図るこ

と。 

四  体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催するこ
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と。 

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供するこ

と。 

 

 （公民館の運営方針） 

第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事

務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助するこ

と。 

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選

挙に関し、特定の候補者を支持すること。 

２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又

は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公民館の設置） 

第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、

条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなけれ

ばならない。 

２ 前項の条例については、第十八条第二項の規定を準用

する。（1956年 6月 30日削除） 

第二十五条 市町村が公民館を設置、又は廃止したときは、

その旨を都道府県の教育委員会に報告しなければならな

い。 

２ 前項の報告に必要な事項は、都道府県の教育委員会規

則で定める。 

第二十六条 法人の設置する公民館の設置及び廃止並びに

設置者の変更は、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届

け出なければならない。 

と。 

五  各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供するこ

と。 

 

（公民館の運営方針） 

第二十三条  公民館は、次の行為を行つてはならない。 

一  もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事

務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助するこ

と。 

二  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選

挙に関し、特定の候補者を支持すること。 

２  市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又

は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 

 

（公民館の基準） 

第二十三条の二  文部科学大臣は、公民館の健全な発達を

図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定める

ものとする。 

２  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の

設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営さ

れるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助

に努めるものとする。（1959年 4月 30日追加） 

 

（公民館の設置） 

第二十四条  市町村が公民館を設置しようとするときは、

条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなけれ

ばならない。 

 

 

第二十五条及び第二十六条  削除（1967年 8月 1日削除） 
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２ 前項の届出に必要な事項は、都道府県の教育委員会規

則で定める。 

 

 （公民館の職員） 

第二十七条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置

くことができる。 

２ 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必

要な事務を行い、所属職員を監督する。 

 

 

第二十八条 市町村の設置する公民館の館長その他必要な

職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が

任命する。 

２ 前項の規定による館長の任命に関しては、市町村の教

育委員会は、あらかじめ、第二十九条に規定する公民館運

営審議会の意見を聞かなければならない。 

（2009年 7月 6日削除） 

 （公民館運営審議会） 

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置く。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館にお

ける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとす

る。 

第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運

営審議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、市町

村の教育委員会が委嘱する。 

一 当該市町村の区域内に設置された各学校の長 

二 当該市町村の区域内に事務所を有する教育、学術、文

化、産業、労働、社会事業等に関する団体又は機関で、第

二十条の目的達成に協力するものを代表する者 

三 学識経験者 

２ 前項第二号に掲げる委員の委嘱は、それぞれの団体又

は機関において選挙その他の方法により推薦された者につ

いて行うものとする。 

３ 第一項第三号に掲げる委員には、市町村の長若しくは

その補助機関たる職員又は市町村議会の議員を委嘱するこ

とができる。（2009年 7月 6日削除） 

４ 第一項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他

 

 

 

 

（公民館の職員） 

第二十七条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員

を置くことができる。 

２  館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必

要な事務を行い、所属職員を監督する。 

３  主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあた

る。（1959年 4月 30日追加） 

第二十八条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他

必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委

員会が任命する。 

（公民館の職員の研修） 

第二十八条の二  第九条の六の規定は、公民館の職員の研

修について準用する。 

 

（公民館運営審議会） 

第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことがで

きる。（2009年 7月 6日改正） 

２  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館にお

ける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとす

る。 

第三十条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運

営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する。 

２  前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及

び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、

当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委

嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌す

るものとする。 
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必要な事項は、市町村の条例で定める。 

５ 前項の条例については、第十八条第二項の規定を準用

する。（1956年 6月 30日削除） 

 

第三十一条 法人の設置する公民館にあつては、公民館運

営審議会の委員は、その役員をもつて充てるものとする。 

 

 

第三十二条 第十九条の規定は、市町村の設置する公民館

の公民館運営審議会の委員に準用する。 

            （1959年 4月 30日 削除） 

 

  

 

 

 

 

 

 

（特別基本財産） 

第三十三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館

の維持運営のために、特別の基本財産又は積立金を設ける

ことができる。 

 

 （特別会計） 

第三十四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館

の維持運営のために、特別会計を設けることができる。 

２ 前項の規定による特別会計の設置に関する議案につい

ては、第十八条第二項の規定を準用する。（1956 年 6 月 30 日

削除） 

 （公民館の補助その他の援助） 

第三十五条 国庫は、公民館を設置する市町村に対し、予

算の定めるところに従い、その運営に要する経費の補助そ

の他必要な援助を行う。 

第三十六条 前条の規定により国庫が補助する場合の補助

金の交付は、公民館を設置する市町村の左の各号の経費の

前年度における精算額を基準として行うものとする。 

一 公民館の職員に要する経費 

 

 

 

 

第三十一条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会

を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をも

つて充てるものとする。 

（運営の状況に関する評価等） 

第三十二条  公民館は、当該公民館の運営の状況について

評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改

善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。（2008年 6月 11日追加） 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第三十二条の二  公民館は、当該公民館の事業に関する地

域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの

者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運

営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなけれ

ばならない。（2008年 6月 11日追加） 

 

（基金） 

第三十三条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館

の維持運営のために、地方自治法 （昭和二十二年法律第六

十七号）第二百四十一条 の基金を設けることができる。 

 

（特別会計） 

第三十四条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館

の維持運営のために、特別会計を設けることができる。 

 

 

 

（公民館の補助） 

第三十五条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算

の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その

他必要な経費の一部を補助することができる。 

２  前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定め

る。（1959年 4月 30日追加） 

第三十六条  削除（1959年 4月 30日削除） 
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二 公民館における基本的事業に要する経費 

三 公民館に備え付ける図書その他の教養設備に要する経

費 

２ 前項各号の経費の範囲その他補助金の交付に関し必要

な事項は、政令で定める。 

 

第三十七条 都道府県が地方自治法（昭和二十二年法律第

六十七号）第二百三十一条の規定により、公民館の運営に

要する経費を補助する場合において、文部大臣は、政令の

定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助

の方法その他必要な事項につき報告を求めることができ

る。 

 

第三十八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場

合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければ

ならない。 

一 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこ

れらに基いてした処分に違反したとき。 

二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は

第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつ

たとき。 

三 補助金交付の条件に違反したとき。 

四 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 

 （公民館の指導） 

第三十九条 文部大臣及び都道府県の教育委員会は、公民

館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及

び助言を与えることができる。 

 

 （公民館の事業又は行為の停止） 

第四十条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行

つたときは、都道府県の教育委員会は、その事業又は行為

の停止を命ずることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十七条  都道府県が地方自治法第二百三十二条の二 

の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合

において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、

その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事

項につき報告を求めることができる。 

 

 

第三十八条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場

合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければ

ならない。 

一  公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又は

これらに基いてした処分に違反したとき。 

二  公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は

第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつ

たとき。 

三  補助金交付の条件に違反したとき。 

四  虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 

（法人の設置する公民館の指導） 

第三十九条  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、

法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応

じて、必要な指導及び助言を与えることができる。 

 

（公民館の事業又は行為の停止） 

第四十条  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を

行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村

の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県

の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることが

できる。 

２  前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は

行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定

めることができる。（1953年 8月 14日改正追加） 
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 （罰則） 

第四十一条 前条の規定による公民館の事業又は行為の停

止命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは禁こ又は

三万円以下の罰金に処する。 

 

 （公民館類似施設） 

第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置

することができる。 

２ 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規

定を準用する。 

 

第五章 学校施設の利用 

 （適用範囲） 

第四十三条 社会教育のためにする国立又は公立の学校

（この章中以下「学校」という。）の施設の利用に関しては、

この章の定めるところによる。 

 

 

 （学校施設の利用） 

第四十四条 学校の管理機関は、学校数育上支障がないと

認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために

利用に供するように努めなければならない。 

２ 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあ

つては文部大臣、公立の大学にあつては設置者である地方

公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者であ

る地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （学校施設利用の許可） 

第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようと

（罰則） 

第四十一条  前条第一項の規定による公民館の事業又は

行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲

役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。 

 

（公民館類似施設） 

第四十二条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置

することができる。 

２  前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規

定を準用する。 

   

 第六章 学校施設の利用 

（適用範囲） 

第四十三条  社会教育のためにする国立学校（学校教育法

第二条第二項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。）又

は公立学校（同項 に規定する公立学校をいう。以下同じ。）

の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。 

 

（学校施設の利用） 

第四十四条  学校（国立学校又は公立学校をいう。以下こ

の章において同じ。）の管理機関は、学校教育上支障がない

と認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のため

に利用に供するように努めなければならない。 

２  前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあ

つては設置者である国立大学法人（国立大学法人法 （平成

十五年法律第百十二号）第二条第一項 に規定する国立大学

法人をいう。）の学長又は独立行政法人国立高等専門学校機

構の理事長、公立学校のうち、大学にあつては設置者であ

る地方公共団体の長又は公立大学法人（地方独立行政法人

法 （平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項 に規

定する公立大学法人をいう。以下この項及び第四十八条第

一項において同じ。）の理事長、高等専門学校にあつては設

置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は

公立大学法人の理事長、大学及び高等専門学校以外の学校

にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教

育委員会をいう。 

（学校施設利用の許可） 

第四十五条  社会教育のために学校の施設を利用しよう
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する者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければなら

ない。 

２ 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用

を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見

を聞かなければならない。 

 

第四十六条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学

校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわ

らず、当該学枚の管理機関と協議するものとする。 

 

第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一

時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許

可に関する権限を学校の長に委任することができる。 

２ 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な

事項は、学校の管理機関が定める。 

 

 （社会教育の講座） 

第四十八条 学校の管理機関は、それぞれの管理に属する

学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、

文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設

の利用による社会教育のための講座の開設を求めることが

できる。 

２ 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、

成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、

成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大

学又は高等学校において開設する。 

３ 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又

は中学校において開設する。 

４ 第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必

要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体

が負担する。 

 

 

 

 

 

第六章 通信教育 

（適用範囲） 

とする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければな

らない。 

２  前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用

を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見

を聞かなければならない。 

 

第四十六条  国又は地方公共団体が社会教育のために、学

校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわ

らず、当該学校の管理機関と協議するものとする。 

 

第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一

時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許

可に関する権限を学校の長に委任することができる。 

２  前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要

な事項は、学校の管理機関が定める。 

 

（社会教育の講座） 

第四十八条  文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団

体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公

共団体が設立する公立大学法人が設置する大学若しくは高

等専門学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委

員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校に

対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講

座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用

による社会教育のための講座の開設を求めることができ

る。 

２  文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、

成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、

成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大

学、高等専門学校又は高等学校において開設する。 

３  社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又

は中学校において開設する。 

４  第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他

必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団

体が負担する。 

   

 第七章 通信教育 

（適用範囲） 
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第四十九条 学校教育法第四十五条、第七十条及び第七十

六条の規定により行うものを除き、通信による教育に関し

ては、この章の定めるところによる。 

 

 （通信教育の定義） 

第五十条 この法律において「通信教育」とは、通信の方

法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講

者に送付し、これに基き、質問解答、添削指導、質疑応答

等を行う教育をいう。 

２ 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な

指導者を置かなければならない。 

 

 （通信教育の認定） 

第五十一条 文部大臣は、学校又は民法第三十四条の規定

による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものに

ついて、通信教育の認定（以下「認定」という。）を与える

ことができる。 

２ 認定を受けようとする者は、文部大臣の定めるところ

により、文部大臣に申請しなければならない。 

３ 文部大臣が、第一項の規定により、認定を与えようと

するときは、あらかじめ、通信教育審議会に諮問しなけれ

ばならない。 

 

 （認定手数料） 

第五十二条 文部大臣は、認定を申請する者から手数料を

徴収することができる。但し、国立又は公立の学校が行う

通信教育に関しては、この限りでない。 

２ 前項の手数料の額は、一課程につき、一千円以上三千

円以下の範囲において、文部大臣が定める。 

 

 （通信教育審議会） 

第五十三条 文部省に通信教育審議会を置く。 

２ 通信教育審議会は、文部大臣の諮問に応じ、通信教育

に関し、必要な事項を調査審議する。 

３ 通信教育審議会は、前項の事項について、文部大臣に

建議することができる。 

４ 通信教育審議会の委員は、学識経験者のうちから、文

部大臣が委嘱する。 

第四十九条  学校教育法第五十四条 、第七十条第一項、

第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、

通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。 

 

（通信教育の定義） 

第五十条  この法律において「通信教育」とは、通信の方

法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講

者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答

等を行う教育をいう。 

２  通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な

指導者を置かなければならない。 

 

（通信教育の認定） 

第五十一条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若し

くは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべき

ものについて、通信教育の認定（以下「認定」という。）を

与えることができる。 

２  認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めると

ころにより、文部科学大臣に申請しなければならない。 

３  文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えよ

うとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審

議会等に諮問しなければならない。 

 

（認定手数料） 

第五十二条  文部科学大臣は、認定を申請する者から実費

の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収

することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う

通信教育に関しては、この限りでない。 

 

 

 

第五十三条  削除（1951年 3月 12日削除） 
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５ 通信教育審議会の組織その他必要な事項については、

政令で定める。 

 

 （郵便料金の特別取扱） 

第五十四条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金につ

いては、郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）の定め

るところにより、特別の取扱を受けるものとする。 

 

 （通信教育の廃止） 

第五十五条 認定を受けた通信教育を廃止しようとすると

き、又はその条件を変更しようとするときは、文部大臣の

定めるところにより、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準

用する。 

 

 （報告及び措置） 

第五十六条 文部大臣は、認定を受けた者に対し、必要な

報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。 

 

 （認定の取消） 

第五十七条 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律

に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき

は、文部大臣は、認定を取り消すことができる。 

２ 前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規

定を準用する。 

 

附 則 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（以下省略） 

 

 

 

（郵便料金の特別取扱） 

第五十四条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金に

ついては、郵便法 （昭和二十二年法律第百六十五号）の定

めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。 

 

（通信教育の廃止） 

第五十五条  認定を受けた通信教育を廃止しようとする

とき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学

大臣の定めるところにより、その許可を受けなければなら

ない。 

２  前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準

用する。 

（報告及び措置） 

第五十六条  文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必

要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。 

 

（認定の取消） 

第五十七条  認定を受けた者がこの法律若しくはこの法

律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき

は、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。 

２  前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規

定を準用する。 

 

   附 則 抄  

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（以下省略） 

注 
 １ 黒色・太字で表示したのは新旧で同一の条文（項目番号が変化しているものを含む） 

 ２ 黒色（標準字体）で表示したのは新旧で一部語句の追加、変更はあるが基本的に同一の条文 

 ３ 旧条文で緑色で表示したのは削除された条文および語句 

 ４ 新条文で青色で表示したのは、法改正により追加された条文および語句 

 ５ 新条文で茶色で表示したのは関連法規改正等による用語、表現の改定（例 文部大臣⇒文部科学大臣） 

 ６単なる日本語表記上の訂正は無視した 


